
公益通報者保護法の概要図 －上田市の位置づけ－ 

（１） 事業者としての上田市⇒内部通報を受付…① 

（市長部局、議会事務局、行政委員会、地方公営企業 等） 

（２） 権限ある行政機関としての上田市⇒上田市内の事業者に関する通報を受付…②及び③ 

 

①上田市職員等が通報した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②上田市が一般の労働者から通報を受理した場合・・・上田市で措置できる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③上田市が一般の労働者から通報を受理した場合・・・上田市で措置できない場合 

 

2面的性格 

不正の目的でない 法令違反行為が生じ、又は生じ

ようとしている 

上田市職員等 保護 
窓口：行政管理課 

地方公務員法 第 27 条（分限及び懲

戒の基準）の規定が適用される 

あらゆる不利益（免職、降格、減給、訓告、厳重注意、

嫌がらせ、退職金の差し止め…）な取扱いはしない 

是正措置をとった、あるいは法令違反行為

がなかった旨を遅滞なく通報者に通知 

不正の目的でない 

法令違反行為が生じ、又は生じようとしていると

信じたことに相当の理由がある 

通報の対象となった法令違反行為について上田市

への公益通報は保護される 
法令に基づく措置、そ

の他適当な措置をとる 

誤って通報 ん？ 

処分等を行う権限のあ

る行政機関を教示 

一般の労働者 

(公益通報者) 

権限ある行政機関 

上田市 

窓口：行政管理課 

＜通報者へのフィードバック＞ 

一般の労働者 

(公益通報者) 
正式に公益通報を行う 

上田市 

窓口：行政管理課 


